
児童いきいき放課後事業

大阪市では市内の市立小学校において、平日の放課後、土曜日・長期休業日に小学生の健全育成を図るため、遊びやスポー
ツ、主体的な学習などを活動内容とする「児童いきいき放課後事業」（愛称：「いきいき」活動）を実施しています。
「いきいき」活動は、大阪市から運営・管理委託を受けた団体が実施校ごとに設置されている「いきいき活動運営委員会」
と連携して地域の実情に合わせて運営しています。

小学校 1年生～ 6年生で、参加を希望する児童

4月1日から翌年3月31日
新１年生で入学式以前に参加希望の方は、運営・管理団体までご連絡
ください（下記参照）。

参加料は無料です。ただし児童の安全管理にかかる経費
（令和６年度は児童１人あたり500円（年額））が必要です。
※活動時間延長は有料です。詳細は「運営・管理団体」までお問い
合わせください。

各学校で１月下旬から２月に開催される【新１年生入学説明
会】において、「いきいき」運営指導員より「登録について」等の
説明があります。
各小学校の「いきいき」活動室で、随時受け付けております。

原則、通学する小学校の「いきいき」に登録・参加となります。ただし、学校選択制等で校区外から通学されている方で、
土曜日・長期休業日に利用者が希望する場合、お住まいの校区の「いきいき」を利用することが可能です。その場合、「い
きいき」に関して学校相互での連絡等は行いませんので、お子様に無理のない利用を慎重にご検討ください。

●月曜日～金曜日：授業終了後～午後 6時
●短縮授業日：午後 1時～午後 6時
●始業式、終業式等：午前 11 時～午後 6時
●土曜日、長期休業日：午前 8時 30 分～午後 6時
※日曜日、祝日、お盆休み、年末年始、及び運営委員会が
決定した休止日は活動休止。

●5名以上の利用希望者がある場合、有料で午前8時から午前8時30分まで活動時間延長を実施します（長期休業日と
学校代休日のみ。土曜日は実施しません）。

●実施が決定した活動室の追加申込みの受付は随時実施します。

●５名以上の利用希望者がある場合、有料（１人あたり月額 5,000円）で午後６時から午後７時まで活動時間延長を
実施します（平日と長期休業日のみ。土曜日は実施しません）。

●利用は月単位で、また年間利用を前提とします（希望月のみの利用不可）。
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